
 
府環境基本計画、府地球温暖化対策条例等の見直しについて 

 

 
 
１ 見直しの趣旨 
 
 環境保全及び創造に関する総合的・長期的な施策の大綱を定める環境基本計画の計
画年度や、温室効果ガスの削減目標を定める地球温暖化対策条例の目標年度等が令和
２年度（2020年度）に迎えることから、見直しに向けた検討を開始 
  
 
２ 対象計画・条例等 
 

京都府環境基本計画 H22.10改定 現行計画期間：2011～2020年度 

京都府地球温暖化対策条例※ H18.4施行 

H23.4改正 

温室効果ガス削減目標 

2020年度に 1990年度比▲25％ 

京都府地球温暖化対策推進計画 H23.7改定 現行計画期間：2011～2020年度 

京都府再生可能エネルギーの導
入等の促進に関する条例 

H27.7施行 2020年度末に一部時限規定（再エネ
導入計画認定制度）の期限が到来 

 ※電気自動車に対する税制優遇措置等を定める「京都府電気自動車等の普及の促進に関す

る条例（H21.4施行）」も含めて検討 
 
 
３ 改定の方向性等 
 

○ 新・京都府総合計画や最新の国の環境関連計画等との整合を図りつつ、目指
すべき社会の具現化に向けた基本方策や、新たな目標年度・数値等を検討 

  ○ 京都府環境審議会に諮問し、パブコメや説明会等により関係団体・事業者・
自治体等の意見反映も図りながら審議 

  
 
４ スケジュール（案） 
 

 環境基本計画 温暖化対策条例 
再エネ導入等の促進に関する条例  

温暖化対策推進計画 

元年６月７日 
 

 
 
 

  

２年２月議会 

 
  ６月議会 
 
  ９月議会 
 
  12月議会 

 

 
中間案報告 

（パブコメ・答申） 
計画案上程 

中間案報告 

※２月又は６月議会 

（パブコメ・答申） 
 

条例案上程 
※３年４月施行 

 

 
 
 
 
 

中間案報告 

 
３年２月議会 

  （パブコメ・答申） 
計画案上程 

 

環 境 審 議 会 へ の 諮 問 

同審議会において、１～２ヶ月に１回程度審議予定 



京都府環境基本計画及び京都府地球温暖化対策条例等の 

改正に伴う審議状況について 

 

 

 

○審議会の開催状況等については、随時、府ホームページにおいて公開しております。 
  環境審議会ページ：http://www.pref.kyoto.jp/shingikai/kankyo-01/index.html 

   

  

 ・更新のタイミング 

  開催案内 記者発表にあわせて更新（目安：開催数日前） 

  会議資料、議事録 開催後（目安：開催後おおむね１ヶ月後） 

 

 


